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個人のお客様

業務内容 時間 報酬(税抜き）

労務・年金・暮らしとお金・生活費の見直し等のご相談 ～1時間 5,000円

業務内容 着手金 報酬(税込み）

ライフプランニングソフト「FP名人」を使用してお客様の生活設計・ライフプランニグの相談をお受けします 不要 10,000円

リタイアメントプラン・保険等のご提案・「生活費の見直し」作成

案件により、対面での打ち合わせが複数回あります
不要 300,000円～

老齢基礎年金・厚生年金・未支給年金の請求 不要 20,000円～

障害基礎年金・厚生年金等の請求 20,000円 支給決定額×20％

遺族基礎年金・厚生年金等の請求 不要 30,000円～

個人・法人事業主のお客様
業務内容 従業員数等 月額報酬（税抜き）

～5名 10,000円

～10名 20,000円

～50名 30,000円

51名～99名 40,000円

100名以上 別途お見積り

～5名 5,000円

～10名 10,000円

～50名 15,000円

51名～99名 20,000円

100名以上 別途お見積り

～5名 10,000円

～10名 20,000円

～50名 30,000円

51名～99名 40,000円

100名以上 別途お見積り

新規作成
※給与規定含む

300,000円～

変更 150,000円～

⑤人事評価制度の見直し
人材の育成と定着は急務になります。そのためには公平・公正でシンプルな評価制度が必要です

「貢献度合いの可視化」「生きがいのある働き方」を実現するための評価制度を一緒に作成します
300,000円～

導入時 30,000円～

運用支援 30,000円～

運用代行 1名あたり700円/月～

⑦セミナー講師
年金制度、暮らしとお金の講師

協会テキスト使用時は、別途テキスト代をご請求致します
～1時間あたり 30,000円～

⑧助成金・給付金の手続き
助成金等は、要件に該当すれば受給できます

ただ、偽りの計画等があって不正受給となった場合、お客様にも非常に迷惑がかかります

計画・実施を含め間違いない情報のご提供をいただけることお客様のみ一緒に申請させてください

受給額の20％

※上記に無いものは、別途お見積り致します　

※税抜き表記のものについては消費税を別途申し受けます

④就業規則の作成・見直し
就業規則は、会社が発展するための「会社とそこで働く人」のためのルールブックです

煩雑な法改正による見直しを含め、時代に適合した規則作成を一緒に作成します

⑥人事給与システムの

　 導入・運用
貴社に最適なシステムを一緒に検討し導入・運用のお手伝いを致します

障害年金の請求

遺族年金の請求

契約内容

①顧問契約

経営者・従業員の方の人事労務に関するお悩みに対し、貴社のパートナとしてしっかりサポートしていき

ます。また、IT効率化・法改正の情報も迅速にご提供します

※社会保険関係の書類作成・届出等の手続き業務は含まれておりません
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②手続き業務

入退社に伴う届出手続き、育児休業給付金等の給付金申請手続きなどを会社に代わって申請致しま

す

※定時決定・労働保険年度更新については顧問料（①＋②）と同額となります

③FP相談業務

※FP名人を使用

ライフプランニングソフト「FP名人」を使用して従業員の皆さまの生活設計・ライフプランニグの相談をお受

けします

※FP名人を使用されない場合は、相談のみで半額となります

老齢年金の請求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報酬規程　　　　　　　　　　　　　　　　

依頼内容

スポットのご相談

依頼内容

ファイナンシャルプランニング

FP名人でのライフプラン作成


